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１．計画策定の趣旨 
 

介護保険制度は、その創設から 20 年が経ち、介護サービス利⽤者は制度創設時の３倍を超
え、550 万⼈に達しており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な⾼齢
者の⽣活の⽀えとして定着、発展してきています。 

介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが 75 歳以上となる 2025 年（令和７年）
を⾒据え、制度の持続可能性を維持しながら、⾼齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有
する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことを可能としていくため、限りある社会資源を効
率的かつ効果的に活⽤しながら、⼗分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、
介護予防、住まい及び⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援が包括的に確保される地域包括ケアシステム
を深化・推進してきました。 

さらに、今後⾼齢化が⼀層進む中で、⾼齢者の地域での⽣活を⽀える地域包括ケアシステ
ムは、地域共⽣社会（※１）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであります。今後
は、包括的な⽀援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域
包括ケアシステムの推進や地域づくり等に⼀体的に取り組むことで、地域共⽣社会の実現を
図っていくことが求められています。 

知名町では、2025 年そして 2040 年を 据えた中 期的な視野で、第７期から取り組んで
きた施策を引き続き推進するとともに、施策の実施状況や効果を検証したうえで、知名町の
実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を⽬指し、知名町⾼齢者保健福祉計画・第８期介
護保険事業計画を⼀体的に策定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１：⾼齢者介護、障害福祉、児童福祉、⽣活困窮者⽀援などの制度・分野の枠や、「⽀える側」、「⽀
えられる側」という従来の関係を超えて、⼈と⼈、⼈と社会がつながり、⼀⼈ひとりが⽣きがい
や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会。 
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２．計画策定の位置づけ 
 
 この計画は、⽼⼈福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条の規定に基づき策定される
もので、⾼齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を⼀体的な計画として策定します。また、
知名町の総合振興計画や関連する計画と整合性を図りながら策定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６次 知名町総合振興計画 
‐21 の暮らしを⼤切に、21 の未来を創る⼦や孫が誇れるまちづくり‐ 
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３．計画策定の期間 
 
 令和３年度から５年度までの３年間が計画期間となります。 
 2025 年までの地域包括ケアシステムの構築と 2040 年の地域共⽣社会の実現を⾒据え、第
８期計画における⽬指すべき姿を明らかにしながら、取組みを進めていきます。 

 
Ｈ30（2018） 

- Ｒ2（2020） 
Ｒ3（2021） 

- Ｒ5（2023） 
Ｒ6（2024） 

- Ｒ8（2026） 
… Ｒ22（2040） 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７期計画 

第８期計画 

第９期計画 

2040 年度を⾒据えて策定 

団塊の世代
が 75 歳以
上になる 
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４．計画の策定体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．⽇常⽣活圏域について 
  

⾼齢者が地域において安⼼して⽇常⽣活を送ることができるようにするため、地理的条件
や⼈⼝、交通、その他の社会的条件、施設の整備状況等を総合的に勘案して定める圏域です。 
 本町においては、町 の 活形態、地域づくり単位（字）等の地域性を踏まえ、知名町全域
を⼀つの⽇常⽣活圏域として設定し、⾼齢者⽀援の充実を図ります。 
 
 
 
 
 

事務局 
保健福祉課 

町  
審議結果の報告

 
介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査 

在宅介護実態調査 

調査の実施 ・調査票の回答※1 
・パブリックコメント

※1 をもとに、計画策定のため
の現状把握と分析を⾏う 

計画素案（将来推計）、計画原案の提⽰、第 7 期事業計画の評価など

どの程度の保険料⽔準で、どの
程度のサービス⽔準を⽬指すの
かの判断と合意形成を⾏い、認
識の共有を図る。 

知名町⾼齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画策定委員会 

議 会 
報告

・地域ケア会議を活⽤した地域
課題の把握や社会資源の活⽤ 
・事業者参⼊意向調査など… 

反映 
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